
２００８年１１月５日 

 

自治体法務入門講座受講者 様 

 

九州自治体法務研究会   

代表 木佐 茂男   

 

第第第４４４回回回自自自治治治体体体法法法務務務入入入門門門講講講座座座並並並びびびににに特特特別別別講講講演演演会会会のののごごご案案案内内内   

 

 晩秋の候、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

 さて、自治体法務入門講座を下記のとおり開催いたしますので、公私共にお忙しいとは存じま

すが、是非ご参加いただきますようお知らせいたします。 

 つきましては、出席の有無を１１月２１日（金）迄に電子メールにてご報告いただきますよう

お願いいたします。 

 なお、今回は特別講演も開催いたしますので、多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１と  き ２００８年１１月２９日（土）１０時００から１３時００まで 

 

２と こ ろ 熊本県労働会館（熊本市九品寺１丁目１７－９） 

 

３内  容  入門講座 『自治体の情報はみんなの財産』（10：00～） 

             自治体法務入門［第３版］ 第５章 

             テキストブック自治体法務 第３章 

講 師 九州自治体法務研究会会員 池之上 和隆 さん 

（鹿児島県錦江町職員） 

 

特別講演 演 題『逆境が育むまちづくり戦略』（11：30～） 

講 師 北海道恵庭市 中島 興世 市長 

 

４そ の 他 １．入門講座受講者以外の方でも、特別講演を聴講することができます。お知り合いの方にもご案

内いただきますようお願いいたします。（受講者以外の出席については、講座出欠の報告時に併

せてご報告願います。） 

       ２．但し、入門講座受講者以外の方につきましては、以下の３点についてご留意いただきますよう

お願いいたします。 

           ① 特別講演聴講料として1,500円を申し受けます。 

           ② 特別講演のみの参加となります。 

           ③ 会場が手狭なため、希望者多数の場合は入門講座受講者の方を優先しますので、聴講をお断りす

る場合があります。 

 

※テキスト『自治体法務入門［第３版］』第５章、『テキストブック自治体法務』第３章を事前に読んでおいてください。 


